
令和８年３月市議会定例会議案概要説明 
 
令和 8 年 3 月市議会定例会につきましては、3 月２日に招集すること

で、本日、告示を行いました。 
なお、3 月市議会定例会では、甲議案 22 件、乙議案として令和 8 年度

当初予算関係 6 件と令和 7 年度補正予算関係 6 件の計 12 件、さらに諮問
1 件について提案し、ご審議をお願いすることとしております。 

なお、人事案件の「鳥栖市教育委員会委員の任命について」「鳥栖市固
定資産評価審査委員会委員の選任について」「人権擁護委員候補者の推薦
について」は、後送議案といたします。 

 
今任期最後となる令和 8 年度当初予算といたしましては、 

・ 小学校のみならず、中学校給食費も完全無償化いたします。 
・ ご家庭への防犯カメラ設置を後押するため、市独自の助成制度を創設

いたします。 
この２点を注目ポイントといたしました。 

 
それでは、令和８年度当初予算案及び令和７年度３月補正予算につい

て、ご説明いたします。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



私の公約と総合計画との関連性につきましては、「重点戦略」として位
置付けておりますけれども、重点戦略に定める「７つの柱」でお示しいた
しますとこのような分類となります。 

それぞれ該当する事業につきまして、新規事業等を中心にご説明いた
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まず、ひとつ目の柱「子育て支援と学校教育が充実した都市づくり」で
ございます。 

冒頭申し上げました通り、『学校給食費無償化事業』といたしまして、
令和８年度から、国の施策を踏まえた小学校給食の無償化と合わせて、市
の独自施策として中学校給食についても無償化を実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、４ページと５ページに掲載しております、これら『8 つの事業』

につきましては、こども・子育て支援に関し幅広く強化を図るものです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、ふたつ目の柱「命が守られ、安全・安心して暮らせる都市づくり」
でございます。 

『防犯カメラ設置事業』につきましては、大きく２つの目的がございま
す。ひとつ目は、従来からある防犯カメラの新規設置と更新ならびにネッ
トワーク化でございます。既設の 67 台と合わせ、新規で 33 台ほどを設
置し、合計 100 台体制にしたいと考えております。 



また、それぞれのカメラをネットワーク化することによって、遠隔によ
る管理が可能となり、カメラ情報を確認する際の迅速化を図りたいと考
えております。 

ふたつ目は、屋外に設置するものにはなりますが、市⺠の皆様がご家庭
に設置する防犯カメラにつきましても、設置費用の２分の１、上限１万円
を補助する制度を創設いたします。ご家庭用の防犯カメラ設置に関し市
が助成することの意義といたしましては、この助成制度がきっかけとな
り防犯カメラの設置が進むことによって、地域の防犯力の向上が見込ま
れますことと、市全体としての犯罪抑止効果が高まることを期待するも
のです。 

『災害ハザードマップ作成事業』につきましては、従来のハザードマッ
プは、河川が氾濫した際の「外水」による浸水エリアを示すものであった
のに対し、「内水」いわゆる想定を超える雨が降った際に、雨水を排水し
きれず浸水する「内水浸水想定区域」を反映したハザードマップを作成す
るものです。完成いたしますと、市内全⼾に配布いたします。 

「福祉避難所環境整備事業」につきましては、3 月補正でご審議いただ
くものでございますが、国の交付金を活用し福祉避難所に必要な資機材
の充実を図るものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、３つ目の柱「まちのポテンシャルを高める都市づくり」でござい
ます。 

『鳥栖駅周辺整備事業』以下、8 ページにかけまして掲載している事業
につきましては、これからのまちづくりにとって重要な拠点整備と道路、
橋梁、河川といったインフラの維持管理のための事業です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、４つ目の柱「市⺠と環境にやさしい都市づくり」でございます。 
『ごみ集積所整備事業』とその下の『ごみ対策・リサイクル推進事業』



につきましては、ごみを適切に管理し、生活環境の保全やリサイクルを進
めるためのものでございます。 

『SAGA ゼロカーボン加速化事業』につきましては、ゼロカーボンに
向け、家庭で太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する際に、費用の一
部を補助する県の事業に取り組むものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、この『２つの事業』に関しましては、それぞれ、地域の活動拠点
の整備を目的としたものでございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



次に、５つ目の柱「くらしに活力と豊かさを感じる都市づくり」でござ
います。 

『地域交流推進事業』とその下の『プロスポーツ絵画コンクール』につ
きましては、本市をホームタウンとする２つのプロスポーツチームとの
連携のための事業です。 

その下の「鳥栖・ツァイツ子ども交流事業」は、昨年が鳥栖からツァイ
ツ市を訪問いたしましたので、今度はツァイツ市から鳥栖市へお迎えす
るものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に『リトルシニア中学硬式野球全国大会開催補助金』につきましては、
全国各地から７０チーム以上、台湾からの参加も予定される大規模な大
会が、本市を主会場として開催されますことから、交流人口の拡大と地域
の賑わい創出、シティーセールスにつなげるため、補助を行います。 

『鳥栖駅東賑わい創出事業負担金』につきましては、昨年に引き続き、
佐賀県と連携し、鳥栖駅東側エリアでトスネスティバルを開催します。広
域からの来場を促しながら、本市の魅力を発信し、佐賀県の玄関口として
広くアピールしていきます。 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、６つ目の柱「産業と観光の魅力を高める都市づくり」でございま
す。 

『デザインマンホール作製及び設置費』につきましては、SAGA 久光
スプリングスをイメージしたマンホールの蓋を新規で設置するものです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後に、「効果的・効率的な行政運営のための行財政改革」でございま
す。 

『情報システム改修』につきましては、本市の情報システムの標準化や



共通化を行い、さらなる業務の効率化と市⺠の皆様の利便性向上を図る
ものです。7 月 21 日からの本稼働を予定しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、その他の主な議案といたしまして、３件の条例制定と１５件の条
例改正を予定しております。また、第７次鳥栖市総合計画後期基本計画の
策定についての議案を予定しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上、概要を申し上げましたが、3 月補正予算といたしましては、1 億
9605 万 7000 円を補正し、補正後の一般会計予算額は、382 億 4199 万



9000 円となります。 
令和 8 年度当初予算といたしましては、一般会計予算総額が 350 億

2014 万円 7000 円となります。前年比、13 億 4319 万 5000 円、率にして 4.0％
の増となります。 

過去最大の当初予算額となりますが、主な要因といたしましては、小中
学校 ICT 環境整備事業などの新規事業によるものでございます。 


